
 

 

 

 

  

 

    軽減効果最大９割に！ ⇒ 実質負担１割に！ 

例えば 100万円寄附すると、最大 90万円の関係法人税が軽減！ 

損金算入による軽減効果※ 

国税+地方税    約３割 

① 法人住民税＋② 法人税 

                   ４割 
③ 事業税 

２割 
企業負担 

１割 
 

 

 

 鳥取県 若桜町企業版ふるさと納税 
企業版ふるさと 
納税とは？ 

地方公共団体の行う地方創生事業に企業が寄附

した際に、税制上の優遇措置が受けられます！ 

通常の寄附※ 
企業版ふるさと納税を活用した寄附 
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詳しくは裏面へ 

基本目標Ⅰ 基本目標Ⅱ 基本目標Ⅲ 

・若桜町外に本社のある法人様が対象。 
・対象となる寄附は１０万円以上です。 
・寄附の代償として経済的な利益を受け取 
ることは禁止されています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

お問合せ 

お申し込み 

若桜町企画政策課 
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜８０１番地５ 

電話(0858)82-2231  FAX(0858)82-0134 

E-mail kikaku@town.wakasa.tottori.jp 

   
地域資源などを活かした 

新 事 業 展 開 

若桜町が実施する 3つの地方創生の取組み 
 

企業にとってのメリット 

 

 

 

基本目標Ⅱ 地域資源を 
活かしたまちづくり 

・豊かな自然や歴史的景観、若桜鉄道など 

の地域資源の新たな活用策の 検討と広域 

自治体間連携の強化により、交流人口の増 

加や関係人口の 創出、地域のにぎわい創 

出に努めます。 

・既存の特産品の磨き上げと農林畜産物や 

ジビエを活用した新たな特産品の開発・販 

路拡大により、産業の振興と雇用の創出を 

図ります。 

基本目標Ⅲ 豊かな自然のなか
で営むしごとづくり 

・商工会や町内外企業などと連携し、雇用の 

確保と創業支援を推進します。 

・担い手の育成や農地の集積、若桜米のブ 

ランド化、間伐の促進などにより、農林業の 

振興と収入確保を図ります。 

・農地の維持と森林の健全化、自然エネル 

ギーの導入により、自然環境の保全を推進 

します。

基本目標Ⅰ すべての人にやさしいまちづくり 
・若年世代や子育て世代を中心とした住環境の整備を進め、豊かな自然のなかでのびのびと子育て 

できるよう、切れ目のない子育て支援を行います。 

・わかさこども園と若桜学園の魅力向上、住環境の整備などにより子育て世代に重点を置いた移住・

定住を進め、転入者の増加と転出者の減少による地域の活性化に努めます。 

・交通利便性の向上や買い物支援、豊かな自然環境の保全、福祉の充実、 見守り体制の強化など、 

高齢になっても安心して暮らすことのできる住みやすいまちづくりを進めます。 

・晩婚化や未婚化を改善し出生数を増加させるため、出会いの場の提供や住宅支援などに取り組み 

ます。 

・高齢者や障がい者が活躍できるまちづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

         

          

社 会 貢 献 
企 業 と し て の Ｐ Ｒ 効 果 

（ Ｓ Ｄ Ｇ ｓ の 達 成 な ど ） 

若桜町との新たな 

パ ー ト ナ ー シ ッ プ 
の 構 築 

企業の皆さまのお力で、若桜町の地方創生を応援してください‼ 

関連する SDGｓのゴール 


